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令和４年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての 

留意事項等について 

 

 令和４年度税制改正については、令和３年１２月１０日に与党税制改正大綱が取り

まとめられ、政府は、令和３年１２月２４日に「令和４年度税制改正の大綱」を閣議

決定したところです。 

 現在、これに沿って、地方税法の改正法案の作業を進めているところですが、さし

あたり現段階における令和４年度地方税制改正の留意事項等について、別紙のとおり

お知らせするとともに、今後の地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について

も併せてお知らせいたします。 

 各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対して

も速やかにその趣旨をご連絡いただくようお願い申し上げます。 
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（別紙） 

 

第一 令和４年度地方税制改正 

 

 令和４年度地方税制改正においては、商業地等に係る令和４年度分の固定資産税等

の税負担の調整、法人事業税の付加価値割における給与等の支給額が増加した場合の

特例措置の拡充等、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長等の税制上

の措置を講ずることとしている。また、ｅＬＴＡＸを通じた電子申告・申請の対象手

続の拡大など地方税務手続のデジタル化を推進することとしている。 

 

１ 令和４年度税制改正の主な改正予定事項及び関連する留意事項 

 

(1) 固定資産税等 

① 土地に係る固定資産税等の負担調整措置について 

ア 土地に係る固定資産税の負担調整措置については、景気回復に万全を期す

ため、激変緩和の観点から、令和４年度限りの措置として、商業地等（負担

水準が６０％未満の土地に限る。）の令和４年度の課税標準額を、令和３年

度の課税標準額に令和４年度の評価額の２．５％（現行：５％）を加算した

額（ただし、当該額が、評価額の６０％を上回る場合には６０％相当額とし、

評価額の２０％を下回る場合には２０％相当額とする。）とすることとして

いること。 

イ 都市計画税においても、固定資産税の改正に伴う所要の改正を行うことと

していること。 

② 令和３年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例 

価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和３年度に講

じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和３年

度の価格について、令和４年４月１日から令和３年度の納税通知書の交付を受

けた日後１５月を経過する日までの間においても審査申出をすることができる

こととしていること。本特例措置について、対象者（対象土地に係る令和３年

度分の固定資産税の納税者）に対して改めて個別に通知する必要はないが、納

税通知書に同封する書面への記載や広報紙への掲載など、周知に努めていただ

きたいこと。 

③ 固定資産税等の特例措置のうち創設等の主なものは次のとおりであり、この

ほか令和３年度末で適用期限を迎えるものについて延長等の所要の措置を講ず

ることとしていること。 

ア 「特定都市河川浸水被害対策法」（平成１５年法律第７７号）に規定する

貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税の課

税標準の特例措置を創設することとしていること。 

なお、本特例措置については地域決定型地方税制特例措置（いわゆる「わが
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まち特例」）を導入することとしており、本特例措置の対象に係る固定資産税

及び都市計画税の賦課徴収のためには、参酌基準による場合も含め、特例率

を定める条例を制定する必要があること。 

イ 新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、土砂災害特別警戒

区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、「都市再生特別措置法」

（平成１４年法律第２２号）に基づき、適正な立地を促すために市町村長が

行った勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外した上

で、２年延長することとしていること。 

④ 固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等 

ア 「民法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第２４号）により不動産

登記法が改正され、登記簿に登記される事項が新たに追加されること等に伴

い、次の措置のほか、所要の措置を講ずることとしていること。 

(ア) 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項に以下ａ～ｅの事項を追

加することとしていること。 

ａ 所有権の登記名義人について登記された会社法人等番号（「不動産登記

法」（平成１６年法律第１２３号）第７３条の２第１項第１号関係） 

ｂ 外国に居住する所有権について登記された登記名義人の国内連絡先

（不動産登記法第７３条の２第１項第２号関係） 

ｃ 所有権の登記名義人の相続人である旨の申出（相続人申告登記の申出）

があった旨及び当該申出をした者の住所等（不動産登記法第７６条の３

関係） 

ｄ 所有権の登記名義人について死亡の符号が表示された旨（不動産登記

法第７６条の４関係） 

ｅ 所有権の登記名義人から提供された検索用情報（氏名のふりがな、生年

月日等）（不動産登記法第７６条の６関係） 

(イ) 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項に、(ア)に掲げる事項の

ほか、登記所に対してＤＶ被害者等である旨の申出（不動産登記法第１１

９条第６項）を行った登記名義人等の住所に代わる事項を追加することと

していること。なお、当該者の登記簿上の住所については、引き続き通知

されること。 

(ウ） 固定資産課税台帳記載事項証明書の交付等を行う際に、ＤＶ被害者等の

登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わり、上記(イ)によ

り新たに登記所から通知される事項（住所に代わる事項）を記載しなけれ

ばならないこととしていること。 

(注) 上記(ア)の改正は民法等の一部を改正する法律附則第１条第３号に定め

る日から、上記(イ)及び(ウ)の改正は同条第２号に定める日（令和６年４

月１日）から、それぞれ適用することとしていること。 

イ 固定資産課税台帳記載事項証明書の交付等に関し市町村において現在行わ

れているＤＶ被害者等に対する支援措置（住民基本台帳事務に係る支援措置



 
 

3 

の申出がなされた場合等において、ＤＶ被害者等の住民基本台帳上の住所を

削除する等の措置）が可能である旨を、法令上明確化することとしているこ

と。 

なお、住所地市区町村に対して支援措置の申出があり、当該ＤＶ被害者等

が他の市町村に固定資産を所有している場合において、住所地市区町村から

当該他の市町村へ当該申出に係る情報を伝達する具体的な方策等について、

現在検討中であり、本年度中に通知することとしていること。 

 

(2) 不動産取得税 

① 医療機関の開設者が、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律」（平成元年法律第６４号）に規定する認定再編計画に記載された

医療機関の再編の事業により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の

特例措置を創設することとしていること。 

② 不動産取得税に係る登記所から都道府県への通知等 

ア 登記所は、市町村に対して登記情報を通知した場合は、都道府県に対して

も当該登記情報を通知しなければならないこととしていること。なお、都道

府県への通知は、紙ではなくデータ形式によることとしており、通知開始（令

和５年４月）から当面の間は、ＵＳＢメモリ等の電子媒体による受け渡しを

予定していること。 

イ 不動産を取得した者が、その登記の申請をした場合は、都道府県に対する

不動産取得税に係る申告又は報告を不要とするほか、所要の措置を講ずるこ

ととしていること。 

ウ 上記イの場合においても、不動産取得税の賦課徴収に必要があると認める

ときは、都道府県知事は不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に

関する事項を申告又は報告させることができることとしていること。 

エ 都道府県が住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認める場

合は、不動産を取得した者から申告がなくとも当該特例措置を適用すること

ができることとしていること。 

(注) 上記（エを除く。）の改正は令和５年４月１日から適用することとして

いること。 

 

 (3) 法人住民税・法人事業税 

① 法人事業税付加価値割における賃上げへの対応 

法人税における賃上げ促進税制に合わせ、給与等の支給額が増加した場合の

付加価値割の課税標準からの控除制度を改組し、法人が、令和４年４月１日か

ら令和６年３月３１日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に

対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者

比較給与等支給額に対する増加割合が３％以上である等の要件を満たすとき

は、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できる
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こととしていること。 

   （注）雇用安定控除との調整等所要の措置を講ずることとしていること。 

   ② 大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の見直し 

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される

法人に係る法人事業税の所得割について、年４００万円以下の所得の部分の

０．４％の標準税率及び年４００万円を超え年８００万円以下の所得の部分の

０．７％の標準税率を廃止するとともに、これらの部分の標準税率を１％とす

る等の所要の措置を講ずることとしていること。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用する

こととしていること。 

③ ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し 

   ア ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業で

あってガス事業法に規定するガス製造事業者（特別一般ガス導管事業者の供

給区域において同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設

備を維持し、及び運用するものに限る。）である法人が行うもの（以下「特

定ガス供給業」という。）に係る法人事業税については、収入割額、付加価

値割額及び資本割額の合算額によって課することとしていること。 

イ ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業 

（特定ガス供給業を除く。以下「一般ガス供給業」という。）に係る法人事

業税については、資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という。）１

億円超の普通法人にあっては付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

によって、資本金１億円以下の普通法人等にあっては所得割額によって、そ

れぞれ課することとしていること。 

ウ 特定ガス供給業及び一般ガス供給業に係る法人事業税の標準税率をそれ 

ぞれ次のとおりとすることとしていること。 

(ア) 特定ガス供給業 

収入割       ０．４８％ 

付加価値割  ０．７７％ 

資本割     ０．３２％ 

(イ) 一般ガス供給業 

ａ 資本金１億円超の普通法人 

付加価値割 １．２％ 

資本割    ０．５％ 

所得割        １％ 

ｂ 資本金１億円以下の普通法人等 

所得割 年４００万円以下の所得         ３．５％ 

             年４００万円超年８００万円以下の所得 ５．３％ 

             年８００万円超の所得           ７％ 

ｃ 特別法人 
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所得割 年４００万円以下の所得        ３．５％ 

             年４００万円超の所得         ４．９％ 

（特定の協同組合等の年１０億円超の所得 ５．７％） 

（注）３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のう

ち資本金１，０００万円以上であるものの所得割に係る税率について

は、軽減税率の適用はない。 

エ 特定ガス供給業を行う法人及び一般ガス供給業を行う法人に係る特別 

法人事業税の税率をそれぞれ次のとおりとすることとしていること。 

(ア) 特定ガス供給業を行う法人の収入割額に対する税率 ６２．５％ 

(イ) 一般ガス供給業を行う法人 

上記ウ(イ)ａに掲げる法人の所得割額に対する税率     ２６０％ 

上記ウ(イ)ｂに掲げる法人の所得割額に対する税率       ３７％ 

上記ウ(イ)ｃに掲げる法人の所得割額に対する税率    ３４．５％ 

オ その他所要の措置を講ずることとしていること。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用するこ

ととしていること。 

④ 外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算上損金の

額に算入される外国法人税額等には、外国法人税を課されたことを証する書類

を保存していない等の理由により法人税額から控除できない金額等は含まれな

いことを明確化することとしていること。 

  ⑤ グループ通算制度の施行に伴う国税における外国税額控除等の見直しを踏

まえ、法人住民税の外国税額控除等について所要の措置を講ずることとしてい

ること。 

  ⑥ 法人税において、中小企業における所得拡大促進税制の見直し等が行われる

ことを踏まえ、法人住民税及び法人事業税において国税に準ずる措置を講ずる

こととしていること。 

 

 (4) 個人住民税 

① 住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置 

令和４年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある

者（住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの間に居住の用に供した者

に限る。）のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所

得税額（住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額と

する。）を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税におい

て、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に１０

０分の５を乗じて得た額（最高９．７５万円）の控除限度額の範囲内で減額す

ることとしていること。 

この措置による令和５年度以降の個人住民税の減収額は、地方特例交付金に

より、全額国費で補塡することとしていること。 
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  ② 上場株式等の配当所得等に係る課税方式 

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

課税方式を所得税と一致させる措置を講ずることとしていること。 

この見直しに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適

用要件が所得税と一致するよう規定の整備を行う等所要の措置を講ずること

としていること。 

上記の改正は、令和６年度分以後の個人住民税について適用するとともに、

所要の経過措置を講ずることとしていること。 

  ③ 個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備 

   ア 公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所

得に係る合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、

退職手当等を含まない合計所得金額を用いることとしていること。 

上記の改正は、令和４年度分以後の個人住民税について適用するものであ

ること。 

   イ 給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書並びに公的年金等受給

者の扶養親族申告書及び公的年金等支払報告書について、退職手当等を有す

る一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする等の措

置を講ずることとしていること。 

上記の改正は、令和５年１月１日以後に支払われる給与等及び公的年金等

について適用するものであること。 

   ウ 確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する一

定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加することとしていること。 

上記の改正は、令和４年分以後の確定申告書を令和５年１月１日以後に提

出する場合について適用するものであること。 

④ 個人住民税における寄附金税額控除に係る申告特例申請書、申告特例申請事

項変更届出書及び申告特例通知書について、「性別」の記載を不要とすること。 

上記の改正は、令和４年４月１日以後に行われた寄附について提出される申

告特例申請書等について適用するものであること。 

 

 (5) 納税環境整備 

① ｅＬＴＡＸを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大 

納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、ｅＬＴ

ＡＸを通じて行うことができるよう所要の措置を講ずることとしていること。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日から施行し、実務的な準備が整ったもの

から順次対応することとしていること。 

② ｅＬＴＡＸを通じた電子納付の対象税目の拡大 

地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴

収金の対象税目を拡大し、納税者が全ての税目について、ｅＬＴＡＸを通じて

納付を行うことができるよう所要の措置を講ずることとしていること。 
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（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後の納付について適用することとして

いること。 

③ ｅＬＴＡＸを通じた電子納付に係る納付手段の拡大 

ア ｅＬＴＡＸを通じた電子納付について、スマートフォン決済アプリやクレ

ジットカード等による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が

指定する者（機構指定納付受託者）に納付の委託を行うことができることと

していること。 

イ 機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当

該機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があった

ものとみなすこととしていること。 

ウ 納税者が機構指定納付受託者を通じた納付手続を行った場合であって、当

該機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付しなかったと

きには、地方公共団体は、保証人に関する徴収の例により当該機構指定納付

受託者から徴収することとしていること。 

エ 地方公共団体が、機構指定納付受託者の指定に関し、意見を述べることが

できる等の手続について、所要の措置を講ずることとしていること。 

オ その他所要の措置を講ずることとしていること。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に地方税の納付を委託する場合につ

いて適用することとしていること。 

④ 更正請求書等の記載事項の整備 

更正請求書の記載事項から、その請求に係る更正前の課税標準等、納付すべ

き税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外

するほか、所要の整備を行うこととしていること。 

（注）上記の改正は、令和４年 12 月 31 日以後に終了する事業年度から適用する

こととしていること。 

⑤ 二輪車等に係る軽自動車税の申告手続の簡素化 

二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車に

ついて、主たる定置場又は二輪車等の所有者の変更に伴う市町村域を越える二

輪車等の転出入に際し、当該二輪車等の新たな主たる定置場所在の市町村に対

する軽自動車税種別割の申告又は報告に基づき、当該市町村から従前の主たる

定置場所在の市町村にその旨を電子的に通知する仕組みを構築することとし、

地方公共団体情報システムの標準化のための基準（税務システム標準仕様書） 

に盛り込むなど、所要の措置を講ずることとしていること。 

⑥ タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整

備 

地方税関係書類に係るスキャナ保存制度及び地方税関係書類に記載すべき

事項に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期

間内に地方税関係書類に係る電磁的記録又は地方税関係書類に記載すべき事

項に係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタ
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イムスタンプ（現行：一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係る

タイムスタンプ）を付すこととしていること。 

（注１）上記の改正は、令和４年４月１日以後に保存が行われる地方税関係書類 

又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用す

ることとしていること。 

（注２）令和４年４月１日から令和５年７月２９日までの間に保存が行われる地

方税関係書類又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の

タイムスタンプ要件について、従前どおり上記の記録事項に一般財団法人

日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことを

可能とする経過措置を講ずることとしていること。 

 

 (6) 航空機燃料譲与税 

航空機燃料税について、令和３年度税制改正において拡充された軽減措置が、

見直しを行った上、１年延長されることに伴い、航空機燃料譲与税の特例措置に

ついて、譲与割合を９分の４から１３分の４に見直しを行った上、１年延長する

こととしていること。 

  

２ 今後の検討事項等 

 

 与党税制改正大綱においては、地方税制と関連する来年度以降の税制改正における

主な検討事項等について、次のとおり記載されているので、ご留意いただきたい。 

 

(1) 金融所得課税 

・ 高所得者層において、所得に占める金融所得等の割合が高いことによ

り、所得税負担率が低下する状況がみられるため、これを是正し、税負担

の公平性を確保する観点から、金融所得に対する課税のあり方について

検討する必要がある。その際、一般投資家が投資しやすい環境を損なわな

いよう十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的

な検討を行う。 

・ デリバティブ取引に係る金融所得課税の更なる一体化については、金

融所得課税のあり方を総合的に検討していく中で、意図的な租税回避行

為を防止するための方策等に関するこれまでの検討の成果を踏まえ、早

期に検討する。 

(2) 外形標準課税 

 経済社会の構造変化に伴い、外形標準課税の対象法人の数や態様は大き

く変化しており、今後、こうした原因・課題の分析を進めるとともに、外形

標準課税の適用対象法人のあり方について、地域経済・企業経営への影響も

踏まえながら引き続き慎重に検討を行う。 

(3) 国際課税 



 
 

9 

 今後、令和３年 10 月の国際合意の実施に向け、多国間条約の策定・批准

や、国内法の改正が必要となる。制度の詳細化に向けた国際的な議論に引き

続き積極的に貢献するとともに、国際合意に則った法制度の整備を進める。

その際、わが国企業等への過度な負担とならないように既存制度との関係

などにも配慮しつつ、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する。 

 (4) 法人事業税の収入金額課税 

 電気供給業及びガス供給業に係る収入金額による外形標準課税について

は、地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与え

る影響等も考慮しつつ、事業環境や競争状況の変化を踏まえて、その課税の

あり方について、引き続き検討する。 

(5) 車体課税 

 車体課税については、自動車業界がＣＡＳＥに代表される１００年に一

度ともいわれる大変革に直面する中、次のエコカー減税等の期限到来時に

抜本的な見直しを行うことを前提に、一定の猶予期間を設けることとした

ところである。車体課税の見直しに当たっては、令和３年度税制改正大綱で

示した方針に基づき引き続き検討を進める。 

 

３ 改正増減収、令和４年度の地方税収入見込額等 

 

(1) 令和４年度の地方税制改正に伴う令和４年度の地方税の影響額として４７１

億円の減収を見込んでいる。 

(2) 令和４年度の地方税収入見込額（通常収支分と東日本大震災分の合算額）に

ついては、税制改正後において、前年度当初見込額に比し２兆９，６２５億円、

７．７％増の４１兆３，０７３億円（道府県税にあっては１０．２％の増、市町

村税にあっては５．７％の増）になるものと見込まれる。主要税目では、道府県

民税のうち所得割３．４％の増、法人税割８４．７％の増、法人事業税３５．０％

の増、地方消費税２．９％の増、市町村民税のうち所得割３．４％の増、法人税

割７４．９％の増、固定資産税（交付金を除く。）３．９％の増となる見込みで

ある。この地方税収入見込額は、地方団体全体の見込額であるので、地域におけ

る経済の実勢等に差異があること等を踏まえ、適正な収入の見積りを行う必要

がある。 

(3) 地方譲与税の収入見込額は、２兆５，９７８億円（前年度比７，５１６億円、

４０．７％増）である。その内訳は、地方揮発油譲与税２,２９１億円（同１億

円、０．０％減）、石油ガス譲与税４８億円（同３億円、６．７％増）、航空機

燃料譲与税１４９億円（同２９億円、１６．３％減）、自動車重量譲与税２，８

９１億円（同８５億円、３．０％増）、特別とん譲与税１１３億円（同１億円、

０．９％減）、森林環境譲与税５００億円（同１００億円、２５．０％増）及び

特別法人事業譲与税１兆９，９８６億円（同７，３５９億円、５８．３％増）と

なっている。 
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第二 その他 

 

 上記のほか、次の事項にご留意いただきたい。 

 

(1) 地方税の手続については、情報通信技術の進展を踏まえ、納税者の利便性向

上、官民双方のコスト削減及び公平かつ適正な課税の実現を図る観点から、以下

のように、セキュリティを確保しつつ、簡素化、オンライン化、ワンストップ化

の取組を進めることが重要であること。 

① 地方税共同機構が管理するｅＬＴＡＸについては、多くの納税企業等の端末

や地方団体のシステムと接続されることから、障害等の防止に万全を期す必要

があり、各地方団体においても自らの基幹税務システム等の情報セキュリティ

対策に遺漏がないようにするとともに、正確かつ安全なデータを送受信する必

要があることに留意すること。 

また、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」（令和２年１２月２８日改定）において、 ｅＬＴＡＸデータの地方団体

の基幹税務システムへの取り込みが可能である旨明記されたため、税務事務の

効率化の観点から、同ガイドラインに記載されたセキュリティ対策を講じた上

で、積極的に取り組んでいただきたいこと。 

さらに、情報システム機器の廃棄等については、機器内部の記憶装置からの

情報漏えいのリスクを軽減する観点から、情報を復元困難な状態にする措置を

徹底する必要があることから、「情報システム機器の廃棄等時におけるセキュ

リティの確保について」（令和２年５月２２日付け総行情第７７号総務省自治

行政局地域情報政策室長通知）を踏まえ、適切に対応すること。 

② 地方法人二税の電子申告について、大法人は令和２年４月１日以後に開始す

る事業年度から電子申告が義務化されていること、及び、中小法人は義務化さ

れていないものの、電子申告利用率を向上させることが求められていることか

ら、各地方団体においては、国税当局と連携しつつ、電子申告の更なる活用に

向けて、法人、個人事業主及び税理士会（各支部を含む。）等への積極的な周

知と利用の促進に取り組んでいただきたいこと。 

なお、法人税が課されず、法人住民税について均等割のみを課されている大

法人においても同様に電子申告が義務化されていることから、遺漏なく対応い

ただきたいこと。 

③ 固定資産税（償却資産）の電子申告については、他税目に比して、その利用

率が低い状況にあることから、電子申告利用率の向上に資するよう、ｅＬＴＡ

Ｘの利便性の向上や機能改善などの環境整備を進めているところであり、各地

方団体においては、引き続き、電子申告を活用して業務の効率化を進めるとと

もに、ｅＬＴＡＸの更なる活用に向けて、法人、個人事業主及び税理士会（各

支部を含む。）等への積極的な周知と利用の促進に取り組んでいただきたいこ

と。 



 
 

11 

④ 令和元年１０月から稼働した地方税共通納税システムは、地方法人二税等の

対象税目について、一度の手続で複数の地方団体に対し電子納税を行うことが

可能となるものである。同システムについては、令和２年１０月から令和３年

９月までの１年間の実績として、払込件数（ｅＬＴＡＸから地方団体への払込

件数）は約５３３万件（前年同期：約１５６万件）であるが、複数団体への一

括納付により、納付件数（納税者の口座から引き落とされた件数）は約１１１

万件（前年同期：約４０万件）となっている。こうした同システムの利用によ

るメリットは、納税者等のみならず、地方団体や指定金融機関等にも及ぶが、

その効果は、利用が促進されるにつれて高まるものである。他方で、同期間に

おける納付金額約２兆円（前年同期：約８，４００億円）は、令和２年度にお

ける対象税目の決算額の１割程度であることから、今後、同システムを活用し

た電子納税を更に伸ばす余地は大きいものと考えており、国税当局と連携しつ

つ、更なる活用に向け、法人、個人事業主及び税理士会等への周知等に取り組

んでいただきたいこと。 

また、各地方団体においては、職員に係る源泉所得税及び個人住民税（給与

所得及び退職所得に係る特別徴収分）の納付について、ｅ－Ｔａｘ及びｅＬＴ

ＡＸを利用することにより会計担当課等や指定金融機関における事務の効率化

に繋がることから、積極的な利用に取り組んでいただきたいこと。  

⑤ 地方税共通納税システムの対象税目について、令和３年度税制改正におい

て、令和５年度から賦課税目である固定資産税、都市計画税、自動車税種別割

及び軽自動車税種別割を追加することとされたことに加え、令和４年度税制改

正において、全ての税目について、電子的に納付を行うことができるよう所要

の措置を講ずることとされており、同システムの対象税目の拡大に関し、各地

方団体においては、基幹税務システムの改修を確実に進めていただきたいこと。 

また、対象税目拡大の具体的な実現方策の一つである地方税統一ＱＲコード

の活用についても、各地方団体において必要な準備を確実に進めていただきた

いこと。 

なお、上記に係るシステム改修に要する経費については、令和４年度におい

て普通交付税措置を講ずることとしていること。 

⑥ 多様な納税方法を用意することによる納税者の利便性向上がますます重要

になってきていることを踏まえ、口座振替、コンビニエンスストア、マルチペ

イメントネットワーク、クレジットカード等を利用した収納の活用など納税者

が税を納付しやすい環境について、各地域の実情等に応じてその整備を図る必

要があること。その際、ｅＬＴＡＸを通じた電子納付の納付手段の拡大に係る

状況を踏まえた検討が必要であること。 

⑦ 地方公共団体の情報システムの標準化・共通化については、「地方公共団体

情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第４０号。以下「標準化

法」という。）に基づき、住民記録、地方税、福祉など、地方公共団体の主要

な２０業務を処理するシステム（基幹系システム）の標準仕様を令和３年度中
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に策定される標準化法における基本方針（同方針が策定されるまでは、関係府

省会議において共有された作業方針）の下、関係府省において作成した上で、

各事業者が、標準仕様に準拠して開発したシステムをガバメントクラウド上に

構築し、当該システムを各地方公共団体が利用することを目指すこととされて

いること。なお、基幹税務システム（対象税目等は、法人住民税、個人住民税

（森林環境税を含む。）、軽自動車税、固定資産税（都市計画税を含む。）及

びこれらに係る収滞納管理）については、令和３年８月３１日に公表した「税

務システム標準仕様書【第１．０版】」を令和４年夏までに改定することとさ

れていること。 

また、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年１２月２４日閣

議決定）において、地方公共団体は、令和７年度を目標時期として、標準仕様

に適合したシステムへ移行することとされているため、各地方団体においては、

その準備を進めていただきたいこと。 

⑧ 給与所得に係る特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子的「正本」通

知については、令和６年度課税分から、特別徴収義務者が申出をしたときは、

電子で通知しなければならないこととされていることを踏まえ、未対応の市区

町村においては早急に取り組んでいただきたいこと。 

⑨ 給与所得に係る特別徴収税額通知（納税義務者用）については、令和６年度

課税分から、個々の納税義務者に電子的に通知する体制を有する特別徴収義務

者が申出をしたときは、電子で通知しなければならないこととされており、各

市区町村において、地方税共同機構が作成した見積参考資料等を参考に、電子

化に向けて基幹税務システムの改修等の作業を進めていただきたいこと。 

⑩ 市区町村から国税当局に送信される扶養是正情報等のデータ送信は、地方団

体及び国税当局の双方の税務行政の効率化を図る観点から重要な取組であるこ

とから、書面により提供を行っている市区町村は、ｅＬＴＡＸを利用した扶養

是正情報等のデータ送信を早急に開始するよう積極的に取り組んでいただきた

いこと。   

⑪ 地方団体における手続上の書式・様式に関し、特に、経済活動に影響するも

のであって、一事業者が複数地方団体との間で申請等の手続を行うもの等につ

いては、事業者の負担を踏まえた改善方策が検討され、「規制改革実施計画」

（平成３０年６月１５日閣議決定）（以下「平成３０年実施計画」という。）

において、事業者の負担を軽減するための方策が示されていること。 

特に、財産調査で用いる金融機関照会様式、給与等照会様式及び競争入札参

加資格申請用の納税証明書の交付申請様式については、全国地方税務協議会

（現：地方税共同機構）において統一様式が取りまとめられており、当該統一

様式の使用について、積極的かつ早急に取り組んでいただきたいこと。 

この他、平成３０年度実施計画に盛り込まれた事項については、ｅＬＴＡＸ

を活用することにより全国統一フォーマットの下で電子的に一度の操作で申請

等の対応が可能となり、地方税に関する手続における事業者の負担軽減につな



 
 

13 

がるため、引き続き、その活用の促進に取り組んでいただきたいこと。    

⑫ 行政機関と金融機関間で行う預貯金等の照会・回答については、原則書面で

行われており、双方において大きな業務負担となっていること。これを受け、

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年１２月２４日閣議決定）

においては、「行政機関は、積極的にデジタル化を先導し、金融機関はシステ

ムの整備計画等を踏まえながら、段階的にデジタル化を推進することで、更に

技術的・実務的な検討を協働して進め、書面を前提とした照会・回答内容や業

務フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行

政事務の遂行を図る」こととされている。各地方団体においては、地方税関係

の照会・回答が多くを占めている現状を踏まえ、金融機関との間の預貯金等照

会・回答業務のデジタル化について、積極的に検討いただきたいこと。 

 

(2) 地方税分野におけるマイナンバーの利用について、一部の地方団体からマイ

ナンバーを含む課税情報のデータ入力業務を委託された事業者が、「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法

律第２７号）に違反して、当該業務を無断で再委託していた事案が発生したこと

を踏まえ、マイナンバーを含む課税情報のデータ入力業務を委託する場合には、

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団

体等編）」（平成２６年特定個人情報保護委員会告示第６号）の内容に留意し、 

① 委託先において、作業場所や人員等に関して、地方団体が果たすべき安全管

理措置と同等の措置が講じられているか、あらかじめ確認する 

② 委託契約の締結にあたっては、許諾なき再委託の禁止や委託先に対する実地

調査を行うことができる規定等を盛り込む 

③ 委託先における特定個人情報の取扱状況を把握するため、定期的な実地調査

や作業状況の報告聴取等を実施するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督

を徹底していただきたいこと。 

 

(3) 所有者不明土地に係る固定資産税の課税上の課題については、令和２年度税

制改正において、現に所有している者の申告の制度化について措置を講じたと

ころであるが、固定資産税の適正な課税のためには、まずは、納税義務者の死亡

の事実を適時に把握することが重要である。そのためには、現に所有している者

の申告制度を活用することに加え、住民基本台帳との連携を図ることが有効で

あり、特に把握が困難である住所地が課税団体と異なる納税義務者についても、

住民基本台帳ネットワークシステムを用いて照会を行うことにより、死亡情報

を含む最新の本人確認情報を把握することが可能であることから、適切に活用

されたいこと。なお、照会にあたっては、マイナンバーが必要となることから、

固定資産課税台帳とマイナンバーとの紐付けを進められたいこと。 

 

(4) 「地方税法」（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条に基づく登記所から市
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町村長への通知（以下「登記済通知」という。）及び登記済通知と併せて提供さ

れている地図及び図面情報並びに同法第４２２条の３に基づく市町村長から登

記所への通知については、令和２年１月から、電子データのオンラインによる受

渡しが可能となっており、市町村と管轄登記所との間で協議を行い、可能な限り

オンラインによる受渡しを行うよう努めていただきたいこと。受渡し方法やデ

ータ形式等の詳細及び留意事項については、「市町村長と登記所との間における

地方税法に基づく通知のオンライン化等について」（平成３１年４月２６日付け

総税固第３１号総務省自治税務局固定資産税課長通知）、「市町村長と登記所と

の間における地方税法に基づく通知に係るオンライン化等に関する留意事項に

ついて」（令和元年１２月２７日付け総税固第４８号総務省自治税務局固定資産

税課長通知）等を参照いただきたいこと。 

 

(5) 適格請求書等保存方式への対応等 

① 適格請求書等保存方式への対応 

令和５年１０月１日から開始される適格請求書等保存方式（いわゆる「イン

ボイス制度」）について、次の事項に留意いただきたいこと。 

ア インボイス制度開始後は、地方公共団体から仕入れを行った事業者が消費

税の仕入税額控除を受けるためには、一般会計及び特別会計のそれぞれの会

計において、税務署への適格請求書発行事業者（以下「登録事業者」という。）

の登録申請が必要であり、また、請求書等発行システムの改修を行うなどの

準備が必要となる場合があることに留意の上、適切に対応いただきたいこと。 

イ インボイス制度への円滑な移行のため、国税局、税務署や地域の事業者団

体等と連携した制度の周知・広報に協力いただきたいこと。 

ウ インボイス制度開始後は、登録事業者である滞納者の消費税課税資産を公

売する場合において、買受人からインボイスの交付請求があったときは、媒

介者交付特例により、執行機関が滞納者に代わってインボイスを交付するこ

とができることとされている。媒介者交付特例においては、売手から媒介者

に対し、自身が登録事業者である旨を事前に通知する必要があるが、令和４

年度税制改正において、公売の場合は滞納者から執行機関への事前通知は不

要とされる予定である。ついては、執行機関は以下の点に留意いただきたい

こと。 

(ア) 滞納者が登録事業者であるか否かを把握すること。 

(イ) 公売物品が滞納者の家事共用資産である場合、事業用割合を把握する

こと。 

(ウ) 滞納者が登録事業者である場合、公売公告において、インボイスの交

付が可能であることを周知すること。 

(エ) 買受人からの交付請求に応じ、インボイスを交付すること。 

(オ) 交付したインボイスの写しを保存すること。 

(カ) 交付したインボイスの写しを滞納者に送付すること。なお、滞納者に
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対して、買受人を秘匿しておく必要がある場合には、精算書の送付でも

よいとされている。 

エ 現時点におけるインボイス制度の開始に向けた国の取組等について、「消

費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関する国の取組等につい

て（周知）」（令和４年１月２０日付け自治税務局都道府県税課事務連絡）

のとおり周知しているので、留意いただきたいこと。 

③ その他地方消費税に係る事項 

ア 引上げ分に係る地方消費税収（市町村交付金を含む。）については、社会

保障施策に要する経費に充てるものとすることが地方税法上明記されてお

り、各地方団体においては、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化

について」（平成２６年１月２４日付け総税都第２号総務省自治税務局都道

府県税課長通知）に基づき、予算書及び決算書の説明資料等において明示す

ることにより議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても

周知することが適当であること。 

イ 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大として、地方

団体による消費税・地方消費税の申告書の収受や納税相談等を一層推進する

こととしているので配慮いただきたいこと。 

 

(6) 平成３０年度税制改正における給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除

への１０万円の振替により、令和２年分の所得税及び令和３年度分の個人住民

税から、税負担は増加しない者であっても、総所得金額等及び合計所得金額が増

加する場合が生じうることとなる。このため、これらの額を活用している社会保

障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよ

う、当該制度等の所管府省における対応を踏まえ、社会保障制度等担当部局と連

携して適切に対応いただきたいこと。加えて、各地方団体において独自に実施し

ている制度においても、同様に適切に対応いただきたいこと。 

 

(7) 新たな在留資格の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務

省設置法の一部を改正する法律」（平成３０年法律第１０２号）が平成３１年４

月から施行されたところであるが、外国人労働者について、適切な納税が行われ

るよう、管内の事業者に対して、従業員からの特別徴収の適切な実施、出国する

納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度及び納税義

務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人制度について、より一層

の周知を図っていただきたいこと。 

また、外国人労働者の転入等の手続の機会に、これらの制度も含め、円滑な納

税に資する情報提供に取り組んでいただきたいこと。総務省としても、外国人労

働者及び外国人労働者を雇用する特別徴収義務者に個人住民税や特別徴収等の

制度内容をより一層理解していただくため、当該制度内容を記載した広報素材

を提供しているので、各地方団体において、積極的に広報に取り組んでいただき
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たいこと。 

 

(8) ふるさと納税については、その制度趣旨を踏まえ、寄附金の使途について創

意工夫が図られることが望ましいものであり、ふるさと納税を活用する事業の

趣旨や内容、成果をできる限り明確にする取組などを進めていただくことが重

要であること。 

ふるさと納税指定制度下においては、申出時点のみならず、指定を受けてい

る期間を通じて、各指定基準に適合する必要があるため、各地方団体は、自団体

が取り扱う返礼品等が各指定基準に適合していることを、常に確認すること。

その際、類似する返礼品等が他の地方団体において提供されていること等は基

準に適合している理由とはならないため、「ふるさと納税に係る指定制度の運

用についてのＱ＆Ａについて」（令和３年６月１８日付け総税市第４１号総務

省自治税務局市町村税課長通知）等を参照の上、基準適合性について適正に判

断するとともに、基準適合性に疑義が生じた場合には、速やかに当該返礼品等

の取扱いを停止した上で、総務省への照会を行う等、適切に対応すること。 

また、返礼品等の選定・調達、広告等の一部又は全部を外部事業者に委託し

ている場合であっても、各指定基準に適合しなくなったと認められたときは指

定取消しとなり得るものであるため、その内容の確認を十分に行うなど適切に

対応すること。 

 

(9) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）については、地域産業を支える人材

の育成をはじめ様々なプロジェクトに取り組む地方団体と、寄附を行う企業の

パートナーシップを通じ、地方創生の実現を図ろうとするものであり、令和２年

度税制改正において控除割合の引上げや手続の簡素化等が行われたことも踏ま

え、積極的な取組を進めていただきたいこと。 

 

(10) 地方のたばこ税に係る対応について 

① 加熱式たばこの課税方式の見直し 

地方のたばこ税については、平成３０年度税制改正において、加熱式たばこ

の課税方式の見直しが行われ、平成３０年度から令和４年度までの各１０月１

日に５段階で実施することとしていること。 

② 屋外分煙施設等の整備の促進 

令和４年度与党税制改正大綱において、令和３年度与党税制改正大綱に引き

続き、「望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定

的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が駅前・商店

街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るよう引き

続き促すこととする。」とされたところであること。 

ついては、「健康増進法」（平成１４年法律第１０３号）も踏まえ、望まない

受動喫煙を防止するためには、公共の場所における屋外分煙施設の設置等が考
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えられるところであり、また、こうした取組は今後の地方のたばこ税の継続的

かつ安定的な確保にも資すると見込まれることから、屋外分煙施設等のより一

層の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の活用を検討していただきた

いこと。 

なお、一定の屋外分煙施設の整備に要する経費については、特別交付税措置

を講じているところであること。 

 

(11) 都市計画税は、「都市計画法」（昭和４３年法律第１００号）に基づいて行う

都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であることから、

その趣旨を踏まえ、対象事業に要する費用を賄うためその必要とされる範囲に

ついて検討を行い、適宜、税率の見直し等を含めた適切な対応を行う必要がある

こと。 

また、本税の目的税としての性格に鑑み、都市計画税収の都市計画事業費への

充当について明示することにより、その使途を明確にすること。 

なお、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金のうち都市

計画税減収補塡特別交付金の額は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業等

に要する費用に充てるものとされていることから、都市計画税収と同様に適切

に取り扱われたいこと。 

 

(12) 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活

動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費

用に充てる目的税であることから、その趣旨を踏まえ、入湯税収の具体的事業費

への充当について予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において

明示することにより、その使途を明確にすること。 

 

(13) 令和３年度においても、災害が多く発生したところであるが、今後とも、災

害が発生した場合には、被害の実態を踏まえて、地方税に係る申告等の期限の延

長、徴収猶予及び減免の措置について、迅速かつ適切な対応を図るよう努めてい

ただきたいこと。 

 

(14) 地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるとこ

ろによって行うことができるが、各地方団体にあっては、当該措置が特別な事由

がある場合に限った税負担の軽減であることを踏まえ、適正かつ公平な運用に

十分配意していただきたいこと。 

 

(15) 地方団体の歳入を確保するとともに、地方税に対する納税者の信頼を確保す

るため、事務処理体制の整備を図り、課税客体、課税標準等を的確に把握し、課

税誤りが生じることのないようにするほか、納期内納付の推進や着実な滞納整

理を図るなど、地方税法等の規定に基づき、適正かつ公平な税務執行に努めてい
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ただきたいこと。 

 

(16) 悪質な滞納者に対しては厳正に対処する必要がある一方で、地方税法では、

滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき

は、その執行を停止することができることとされていることを踏まえ、各地方団

体においては、滞納者の個別・具体的な実情を十分に把握した上で、適正な執行

に努めていただきたいこと。 

また、納税相談等の地方税に関する各種相談については、相談機会の充実及

び手法の多様化を推進していただきたいこと。 

 

(17) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な者に対する徴収猶予等

の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な者

への対応等について」（令和３年１月１５日付け総税企第１１号総務省自治税務

局長通知）に沿って、柔軟かつ適切に対応いただきたいこと。 

 

(18) 滞納整理などの徴収事務においては、関連法令等に関する専門的な知識や経

験の蓄積が求められるが、行革の推進等により地方団体の税務職員数は減少傾

向にあることから、税務職員が研修を受講する機会の充実に加え、広域連合や一

部事務組合等の仕組みを活用した広域的な連携により徴収事務を共同処理する

こと等も併せて検討することが求められること。 

 

(19) 税務行政においては、個人情報の誤った取扱いにより、納税者に損害や不利

益を与えることがないよう、地方税の賦課徴収に関する個人情報の取扱いに万

全を期していただきたいこと。その際には、納税者の住所や家族等に関する情報

など、当該団体内の他の部署が主として取得・保有し、税務当局においても活用

している情報についても、その取扱いに万全を期していただくとともに、「ドメ

スティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行

為の被害者の保護のための適正な事務執行の徹底について（周知）」（令和元年

６月２７日付け自治税務局企画課事務連絡）を踏まえ、適正な事務執行を行って

いただきたいこと。 

 

(20) 租税の役割や納税の意義等について児童・生徒や地域住民の理解を深めるた

めの租税教育については、関係機関との連携や地域の実情に応じた独自の取組

等、引き続き、その充実に向けた取組を推進していただきたいこと。 

 


